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医学物理士認定制度規程 （新規程） 
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医学物理士認定制度細則 （旧規程） 

平成 21 年 3月 2 日施行 

第一章 総則 

（目 的） 

第１条 この規程は、医学物理士の資格を定めるとともに、その質の向上と維

持を図り、医学物理士の専門的地位を確立し、もって医学および医療の発展に

貢献することを目的とする。 

 

（目 的） 

第１条 医学物理士認定制度細則は、医学物理士を認定することにより、放射

線医学の物理的・技術的課題に携わりその遂行に先導的役割を担う者の質の向

上と 維持を図り、もって医学および医療の発展に貢献するとともに、ここに認

定する医学物理士の専門的地位を確立することを目的とする。 

（医学物理士の定義） 

第 2 条 医学物理士とは、放射線医学における物理的および技術的課題の解決

に先導的役割を担う者で、医学物理士認定機構（以下、「機構」という)が実施

する医学物理士認定試験（以下、「試験」という）および認定審査に合格した者

をいう。 

（医学物理士の認定と名称） 

第２条 医学物理士認定機構(以下、機構という)は、第３条に規定する資格を

有し、機構の実施する医学物理士認定試験（以下、認定試験という）に合格し、

その後第４条の規定に従って認定を申請した者に対して「医学物理士」の認定

証を授与する。 

２ 医学物理士の認定は、医学物理系修士課程修了後別に定める医学経験期間

 第８条 認定委員会の業務 

第９条 医学物理士認定の取消し、停止 

第１０条 医学物理士の業績評価 

第１１条 名誉医学物理士 

第四章 規定の改正 

第 15 条 規程の改正 

第１２条 細則の改正 

 第１３条 細則の改正 

附則 附則 



を経た者又はそれと同等と認められる学識経験者を対象として行うもので、放

射線診療の場において、物理工学面から医学および医療の発展に貢献しうる素

養を有することを、機構が公認するものである。 

（医学物理士籍） 

第 3 条 機構は医学物理士籍を備え、医学物理士の認定に関する事項を登録す

る。 

（認定証の交付） 

第 4条 機構が認定した者には認定証を交付する。 

（認定の取消し） 

第 5 条 医学物理士として認定された者が、次の各号のいずれかに該当するに

至った時は、機構はその認定を取消すことができる。 

(1) 提出した書類の記載事項に事実との重大な相違があったとき 

(2) 日本医学物理学会および日本医学放射線学会のいずれも退会したとき 

(3) 重大な犯罪行為があったとき 

(4) 医学物理士としての体面を汚すような行為があったとき 

 

第二章 医学物理士認定試験 

（試験） 

第 6 条 試験は、医学物理士として必要な解剖学、生理学、病理学、放射線診

断学、核医学、放射線治療学、放射線生物学、放射線基礎物理学、放射線防護、

放射線診断物理学、核医学物理学、放射線治療物理学、放射線測定、情報処理、

放射線関連法規および勧告について行う。 

2 試験は、毎年 1回以上行う。 

3 試験を受けようとする者は、機構が定める受験料を納めなければならない。

4 試験の期日、その他受験に必要な事項は、機構ホームページ、関連学会等を

 



通じて公示する。 

（試験委員会） 

第 7条 定款で規定された試験委員会は、次の各号の業務を行う。 

(1) 試験実施等の公示に関すること 

(2) 問題作成と採点に関すること 

(3) 試験実施に関すること 

(4) 問題の公表に関すること 

(5) その他、試験に関すること 

（不正行為の禁止） 

第 8 条 試験委員は、試験の問題の作成および採点について厳正を保持し、不

正の行為の無いようにしなければならない。 

2 試験に関して不正の行為があった場合には、その不正行為の関係のある者に

ついて、その受験を停止させ、またはその試験を無効とすることができる。 

3 試験に関して過去に不正の行為があった者については、受験を認めないこと

ができる。 

（受験資格） 

第 9 条 日本医学物理学会の正会員で、次の各号のいずれかを満たす者に受験

資格を与える。  

(1) 機構認定の医学物理教育コースに 1年以上在籍する者 

(2) 理工学系修士以上の学位を有し（取得見込みを含む）、医学物理士認定制

度施行細則（以下、「細則」という）に定める業績評価点 5 単位以上を有

する者 

(3) 放射線技術系修士以上の学位を有し（取得見込みを含む）、細則に定める

業績評価点 5単位以上を有する者 

（認定試験の受験資格） 

第３条 日本医学物理学会の正会員で、次の各号のうちの 1 条件を満たす者に

受験資格を与える。 

（1）機構認定の医学物理学大学院教育課程（レジデントカリキュラムを含む）

に在籍１年以上の者。 

（2）理工学系修士（取得見込みを含む）以上の学歴を有し、医学物理に関する

業績を有する者。 

（3）放射線技術系の修士（取得見込みを含む）以上の学歴を有し、医学物理に

関する業績を有する者。 



(4) 医学系研究科に設置された医学物理教育コース修士以上の学位を有し（取

得見込みを含む）、細則に定める業績評価点 5単位以上を有する者 

(5) 学歴によらず医学物理の発展に寄与したと特に認められ、かつ細則に定め

る業績評価点 10 単位以上を有する者 

2 特例措置として前項に加え、次の各号のいずれかを満たす者に受験資格を与

える。  

(1) 平成 24 年度までに理工学系学士の学位を取得し、医学における経験年数 3

年以上の者  

(2) 平成 24 年度までに放射線技術系学士の学位を取得し、医学における経験

年数 2年以上の者 

(3) 平成 22 年度までに診療放射線技師免許を取得し、医学における経験年数 5

年以上の者 

(4) 平成 22 年度までに、医師または歯科医師以外で医学または歯学博士の学

位を取得し、医学における経験年数 1年以上の者 

 

（4）放射線技術系の学士を有し、医学物理に関する業績を有する者で医学物理

における経験年数７年以上の者。 

（5）放射線技術系の学歴（当該教育課程を修了した場合に限る）を有するが学

士を有せず、かつ医学物理に関する業績を有する者で医学物理における経験年

数８年以上の者。 

（6）学歴によらず医学物理学分野の業績を有し、医学物理の発展に寄与する者

と機構が特に認めた者。 

２ 前項第２号から第６号の業績は医学物理士認定機構医学物理士業績評価実

施要綱に従った過去２年間の業績評価の合計とし、前項第２号および第３号に

おいては５点以上、前項第４号、第５号および第６号においては 10 点以上が必

要とされるものとする。 

３ 本則第 3 条第１項各号に加え、次の各号のうちの１条件を満たす者に受験

資格を与える。 

（1）平成 22 年度までに理工学修士号を取得し、医学における経験年数１年以

上の者 

（2）平成 23 年度までに理工学博士号を取得し、医学における経験年数１年以

上の者 

（3）平成 24 年度までに理工学士を取得し、医学における経験年数３年以上の

者 

（4）平成 22 年度までの放射線技術系もしくは放射線医学物理系の修士号取得

者（取得見込みを含む） 

（5）平成 23 年度までの放射線技術系もしくは放射線医学物理系の博士号取得

者（取得見込みを含む） 

（6）平成 24 年度までに放射線技術系の学士号を取得し、医学における経験年



数２年以上の者 

（7）平成 22 年度までに診療放射線技師の免許を所持し、医学における経験年

数５年以上の者 

（8）平成 22 年度までに医師・歯科医師免許を所持し、医学における経験年数

１ 年以上の者 

（9）医師・歯科医師以外の医歯学博士を平成 22 年度までに取得した者で、医

学における経験年数１年以上の者 

第三章 医学物理士認定 

（認定審査） 

第 10 条 新規または更新の認定を受けようとする者は、認定審査を受けなけれ

ばならない。 

2 認定審査は、毎年 1回以上行う。 

3 認定審査を受けようとする者は、機構が定める審査料を納めなければならな

い。 

4 申請の期日、その他申請に必要な事項は、機構ホームページ、関連学会等を

通じて公示する。 

（認定委員会） 

第 11 条 定款で規定された医学物理士認定委員会（以下、「認定委員会」とい

う）は、次の各号の業務を行う。 

(1) 試験受験者の資格審査に関すること 

(2) 認定の資格審査に関すること 

(3) 認定証の作成および交付に関すること 

(4) 認定の取消しおよびこれの公表に関すること 

(5) 医学物理士籍の登録に関すること 

（認定の申請資格） 

第４条 認定試験に合格した日本医学放射線学会もしくは日本医学物理学会

（以下、各学会という）の正会員で過去２年間に機構の医学物理士業績評価実

施要綱 に従った業績評価の合計が３０単位以上（ただし、毎年の論文等単位が

５点以上、毎年の学術集会等が単位１０点以上）であり、次の各号のうちの１

条件を満たす者で合格後５年以内の者に認定の申請資格を与える。 

（1）機構認定の医学物理教育課程の学歴を有する者に関わる条件。 

次の各号のうちの 1条件を満たす者。  

修士課程、博士前期課程を修了した者で、医学物理教育機関認定実施要項で定

める基準に対応して定めた医学物理に関わる経験年数以上の者。この経験年数

は 1及び 2年の２種類とする。 

修士課程または博士前期課程を修了後、博士課程または博士後期課程に 2 年以

上在籍する者。ただし、博士課程を前期・後期一貫で設定している場合におい

ては、在籍４年以上の者とする。 

機構認定の医学物理レジデントカリキュラム修了者（修了見込みを含む）。 

（2）理工学系、放射線技術系の修士以上の学歴を有する者に関わる条件。  

修士課程、博士前期課程を修了し、医学物理に関わる経験が 3年以上の者。 



(6) その他、認定に関すること 

（新規認定） 

第 12 条 試験合格後 5年以内で、日本医学物理学会または日本医学放射線学会

の正会員で、細則に定める業績評価点を有し、かつ次の各号のいずれかを満た

す者を医学物理士として認定する。 

(1) 機構認定の医学物理教育コースに在籍または修了し、次のいずれかを満た

す者 

1. 修士の学位を有し、医学物理に関わる経験年数 2年以上の者 

2. 修士の学位を有し、博士課程または博士後期課程（以下、「博士課程」と

いう）に 2年以上在籍する者 

3. 博士の学位を有する者 

4. 臨床研修生課程を修了した者（修了見込みを含む） 

(2) 理工学系、放射線技術系修士以上の学位、または医学系研究科に設置され

た医学物理教育コース修士以上の学位を有し、次のいずれかを満たす者 

1. 医学物理に関わる経験年数 3年以上の者 

2. 博士の学位を有し、医学物理に関わる経験年数 1年以上の者 

(3) 学歴によらず、医学物理における経験年数を有し、特に認められた者 

(4) 特例措置として前項に加え、次のいずれかを満たす者 

1. 平成 24 年度までに理工農薬学士の学位を取得し、医学における経験年数 5

年以上の者 

2. 平成 24 年度までに放射線技術系学士の学位を取得し、医学における経験

年数 4年以上の者 

3. 平成 22 年度までに診療放射線技師免許を取得し、医学における経験年数 7

年以上の者 

博士後期課程または博士課程に在籍もしくは修了し、医学物理に関わる経験が 1

年以上の者。 

（3）その他の学歴を有する者に関わる条件。  

放射線技術系の学士を有し、医学物理に関する業績を有する者で医学物理にお

ける経験年数９年以上の者。 

放射線技術系の学歴（当該教育課程を修了した場合に限る）を有するが学士を

有せず、かつ医学物理に関する業績を有する者で医学物理における経験年数１

０年以上の者 

学歴に依らず医学物理学分野を先導する実績を有し、医学物理士の資格を与え

る事が医学物理の発展に寄与すると機構が特に認めた者。 

（4）年度に関わる特別条件  

平成２２年度までに理工農薬学修士号を取得し、医学における経験年数３年以

上の者 

平成２３年度までに理工農薬学博士号を取得し、医学における経験年数３年以

上の者 

平成２４年度までに理工農薬学士を取得し、医学における経験年数５年以上の

者 

平成２２年度までの放射線技術系もしくは放射線医学物理系の修士号取得者

で、医学における経験年数２年以上の者 

平成２３年度までの放射線技術系もしくは放射線医学物理系の博士号取得者

で、医学における経験年数２年以上の者 

平成２４年度までに放射線技術系の学士号を取得し、医学における経験年数４

年以上の者 

平成２２年度までに診療放射線技師の免許を所持し、医学における経験年数７



4. 平成 22 年度までに、医師または歯科医師以外で医学または歯学博士の学

位を取得し、医学における経験年数 3年以上の者 

（更新認定） 

第 13 条 医学物理士の認定は 5年毎に更新するものとし、日本医学物理学会ま

たは日本医学放射線学会の正会員で、細則に定める必要事項を満たす者の更新

を認定する。 

（名誉医学物理士） 

第 14 条 機構は、満 65 才以上の年齢に達した医学物理士で、長期間にわたり

医学物理士としての業務に携わり、顕著な業績があったと認められた者に対し、

名誉医学物理士の称号を授与することができる。 

2 名誉医学物理士の候補者として推薦または自薦しようとする者は、所定の書

類を提出しなければならない。 

3 医学物理士の業務を継続しようとする名誉医学物理士は、前条の更新認定の

審査を受けなければならない。 

年以上の者 

平成２２年度までに医師・歯科医師免許を所持し、医学における経験年数３年

以上の者 

農薬学系博士および医師・歯科医師以外の医歯学博士を平成２２年度までに取

得した者で、医学における経験年数３年以上の者 

（認定試験の受験および資格申請の手続き） 

第５条 認定試験を受けようとする者は、所定の書類に、所定の受験手数料を

添えて、所定の期日までに、医学物理士認定機構代表理事（以下、代表理事と

いう）に提出しなければならない。 

２ 認定を申請する者は、所定の書類に、所定の認定手数料を添えて、代表理

事に提出しなければならない。 

 （認定試験の実施） 

第６条 認定試験は、毎年１ 回以上実施するものとする。 

２ 認定試験は、医学物理士として必要な解剖学、生理学、病理学、放射線診

断学、核医学、放射線治療学、放射線生物学、放射線基礎物理学、放射線防護、

放射線診断物理学、核医学物理学、放射線治療物理学、放射線測定、情報処理、

放射線関連法規および勧告について行う。 

３ 試験の期日その他試験の実施について必要な事項は、機構ホームページ、

日本医学放射線学会雑誌および日本医学物理学会機関誌に公示するものとす

る。 



（試験委員会の業務） 

第７条 医学物理士認定機構定款で規定された試験委員会は、次の各号の業務

を行う。 

（1）認定試験実施等の公示に関すること。 

（2）認定試験業務に関すること。 

（3）試験問題の公表に関すること。 

（認定委員会の業務） 

第８条 医学物理士認定機構定款で規定された認定委員会は、次の各号の業務

を行う。 

（1）認定試験受験者の受験資格の審査に関すること。 

（2）認定証の作製、交付に関すること。 

（3）認定証の再交付に関すること。 

（4）医学物理士認定の取消しおよびこれの公表に関すること。 

（5）医学物理士の業績評価に関すること。 

（6）その他医学物理士の認定に関すること。 

（医学物理士認定の取消し） 

第９条 医学物理士として認定された者が、次の各号の一に該当するに至った

時は、理事長は認定を取消すことができる。 

（1）裁判所において失踪宣告を受けたとき。 

（2）第５条において、提出した書類の記載事項に事実と重大な相違があり、医

学物理士としての資格に欠けるものありと認められるとき。 

（3）両学会とも退会したとき。 

（4）医学物理士としての体面を汚すような行為のあったとき。 

（5）次条に規定する業績評価を満足しないとき。 



（医学物理士の業績評価） 

第 10 条 機構は、医学物理士の質の向上と維持をはかるため、認定から５年ご

とに定期的な業績評価を行う。 

２ 業績評価は、別に定める機構の医学物理士更新単位取得制度細則および機

構の医学物理士業績評価実施要綱による。 

３ 少なくとも両学会のどちらかの学会の会員でなければ、定期的な業績評価

を受けることができない。 

４ 業績評価の期間は、3月 1日から 2月末日までの過去５年を単位とする。  

（名誉医学物理士） 

第 11 条 機構は、医学物理士の資格を有し、かつ満 70 才以上の年齢に達した

者のうち、長期間にわたり医学物理士としての業務に携わり、また業績が充分

であると認められた者に対し、名誉医学物理士の称号を授与する。 

２ 名誉医学物理士の称号を授与する者を推薦する者は、所定の書類に、所定

の期日までに機構に提出しなければならない。自薦の場合も同様とする。 

３ 名誉医学物理士の称号に対しては第９条第３号の規定を適用せず、前条第

１項に規定される定期の業績評価を要しない。ただし、両学会とも退会した場

合、医学物理士の文字を含む名称を用いることができないものとする。 

第四章 規定の改正 

（規程の改正） 

第 15 条 この規程は、理事会の決定により改正することができる。 

（細則の改正） 

第 12 条 この細則の改正は、理事会の議決を得て発効する。 

第 13 条 この細則の施行についての実施要綱などは、理事会の議決を経て別に

定める。 

附 則 附 則 

（施行期日） 

第 1条 この規程は 2012 年 5 月 6 日から施行する。 

（実施期日等） 

第１条 この細則は平成 21 年 3 月２日から実施する。 



（廃止） 

第 2条 医学物理士認定制度細則（平成 21 年 3月 2日施行）は、廃止する。 

第２条 本則第４条本文のただし書きは平成 23 年度から適用する。 

 第３条 平成 20 年度業績評価は機構の業務とする。 

（経過措置） 

第４条 業績評価の時期および認定証の有効期間については、次の各号の特例を

適用する。 

平成 16 年度以前に医学物理士と認定された者は、更新期間 5年を適用し、平成

20年度に業績評価を行い平成21年3月1日から5年間有効の認定証を交付する。 

平成 17 年度および 18 年度に医学物理士と認定された者は、更新期間 2 年を適

用し、平成 20 年度に業績評価を行い平成 21 年 3 月 1 日から 2 年間有効の認定

証を交付する。 

平成 19 年度に医学物理士と認定された者は、更新期間 2 年を適用し、平成 21

年度に業績評価を行い平成 22 年 3月 1日から 2年間有効の認定証を交付する。 

平成 20 年度に医学物理士と認定された者は、更新期間 2 年を適用し、平成 22

年度に業績評価を行い平成 23 年 3月 1日から 2年間有効の認定証を交付する。 

（永年資格） 

第５条 これまでに、学会より医学物理士の永年資格を認定された者に、名誉

医学物 士 称号を授与す
２。前項に規定され名誉医学物理士の称号の授与を辞退し、第 10 条第１項に規

定される定期の業績評価を受ける場合、医学物理士の認定証を交付する。  

 


